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はじめに

　平成12年6月の外務省の「政府開発援助

に関する中期計画」にも盛り込まれているよ

うに、日本の国際開発協力において近年“顔

の見える援助”の重要性が指摘されるように

なっている。日本という抽象的な概念より

も、個々の日本人が汗をかいている様子がみ

える国際協力ということと理解すれば、国際

協力が途上国の人々にとってもまた日本の国

民にとってもより具体的で身近なものとな

り、その意味では歓迎されるべきことであろ

う｡

　しかし、まさに現地での日本の“顔”たる

べき、専門家やその他の国際協力に従事して

いる日本人がはたしてどのような“顔”を

もって活動を行っているのかは必ずしも明ら

かではない｡筆者らが行った調査1)によれば、

専門家は少なからず問題を抱えていることが

明らかになっている。それは単に専門家個人

の資質の問題に止まらず、専門家に実際に期

待されていることと額面上の職務内容との乖

離、専門家の養成・募集システム、事前の準

備、サポートシステムなど多岐にわたってい

る。

　さらには、専門家の役割も多様化しつつあ

り、従来の技術移転型専門家に加え、政策ア

ドヴァイザーや調整型専門家などと呼ばれる

専門家も増加している｡

　そこで本論では、派遣専門家の数が年々増

加しつつある教育分野を事例として、自らの

1 年間のインドネシアでの国際協力事業団

（JICA）派遣長期専門家の経験をも踏まえ、

長期専門家の活動の一端を紹介しその問題点

や課題を指摘するとともに、“顔の見える”専

門家に向けての若干の提言を行おうと試み

る｡

　なお長期専門家には、プロジェクトに携わ

る専門家と途上国の省庁等に単独で派遣され

ているいわゆる個別専門家とがあり、それぞ

れに事情が異なるため、ここでは筆者の経験

した後者に焦点を絞って論ずる｡

　

１． 何が期待されたか―専門家業務内容

（Terms of Reference = TOR）

　派遣前にまず個別専門家としてどのような

職務の遂行が期待されているかを知る手立て

が、TORといわれるものである。私のTOR

によれば、私はインドネシア共和国の国民教

育省高等教育総局に配属され、高等教育行政

について何らかの“指導”を行うことになっ

ている｡ここで“指導”という言葉を使った

のは、このTORにおいて高等教育行政が私

の“指導科目”とされているためである｡明

らかにこれは典型的な技術移転型専門家の発

想で、高等教育行政について優れた知識・技

能を有する私が、そのような知識や技能を

持っていないインドネシア側（以下イ側と呼

ぶ）カウンターパートに対してこれを移転す

るという姿が想定されている｡しかし、先に

述べたように専門家に期待される役割が多様

1) 黒田則博、澤村信英、西原直美「国際教育協力長期派遣専門家に関する一考察―JICA教育専門家に対するアンケー

ト調査の分析から」広島大学教育開発国際協力研究センター『国際教育協力論集』1999年Vol. 2 No. 2 pp. 155-

170.
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て議論できることを楽しみにしていた｡

　しかし私が初めて総局長に会った時の彼の

第一声は、「黒田さんはここでいったい何を

したいのか」というものであった｡私は一瞬

耳を疑ったが、黒田という人間がインドネシ

アの高等教育について何ができ、何をしてく

れるのかという、いわば私に対する値踏みで

あると理解した。プライドの高いインドネシ

ア人、しかも高等教育総局長という高い地位

にある人ならではの言い回しであった。決し

てこれをして欲しいとか、あれが必要だとい

うような“懇願”はしない。それにしても、

インドネシアの高等教育政策策定への私から

の何らかの貢献について、彼が一切言及しな

かったのはなぜだったのか｡

　実はインドネシアは、高等教育政策につい

てはすでに既定の路線を歩み始めており、い

まさら高等教育政策について特にアドヴァイ

スを必要としていなかったのである｡つまり、

規制緩和、独立法人化、アカウンタビリ

ティー、公的部門への市場原理の導入等々に

特徴づけられる、いわゆる新自由主義に基づ

く高等教育の構造改革路線が進行しつつあっ

たのである｡この路線については、1996年に

総局が作成した「高等教育長期発展計画　

1996 － 2005」2)の中にその萌芽的なアイ

ディアが散見され、さらには、2000年7月

の「高等教育戦略：ニュー・パラダイムの実

施」3)において一層鮮明な形で提示されてい

る｡

　それでは、これらの政策形成について誰が

助言しどのような影響を与えたのであろう

か。少なくとも、日本からこれまでにこのポ

ストに派遣されたアドヴァイザー4)ではなさ

そうである｡日本において構造改革の流れの

中で、国立大学の独立法人化が本格化してき

化しつつあるのみならず、オーナーシップや

パートナーシップが強調され、“援助する側”

と“援助される側”との関係が再考されつつ

ある中、そもそもこのような技術移転型の専

門家のみを念頭においたTOR自体が改訂さ

れる必要があるように思われる｡

　さて、もっと具体的に何が期待されたの

か。第一に、「政策策定に際しての情報提供、

助言」を行い、イ側の「高等教育に関する適

切な政策決定」に貢献し、第二に、「高等教

育機関の運営に関する調査研究、指導、助言」

を行い、「高等教育機関の運営の改善と教育

研究の活性化」を促し、さらには「JICA教

育関係諸プロジェクト及び各支援機関事業と

の連絡調整」を行い、もって「各高等教育支

援事業の効果的実施」に資することとされて

いる。明らかにこのTORは、いわゆる政策

アドヴァイス型と調整型、両方の専門家の役

割を期待している｡

　はたしてこのようなTORに書かれている

役割が、実際にイ側の期待しているもので

あったのか。

２．　何をしようとしたのか

（１）TORは正確だったか

　１）政策アドヴァイスが必要というのは本

当？

　赴任するまでは、当然カウンターパートで

ある高等教育総局長に対して政策アドヴァイ

スを行うことが、私の主たる職務であると固

く信じていた｡実際私自身、高等教育の国際

化やグローバル化と呼ばれる現象についてこ

こ数年資料も収集し、わずかではあるが研究

もしてきたつもりであったので、ある意味で

総局長とインドネシアの高等教育政策につい

2) Ministry of Education and Culture, Directorate General of Higher Education, Framework for Long-Term Higher Education
Development 1996-2005, pp. 1-299, 1996.

3) Ministry of National Education & National Development Planning Agency, the Republic of Indonesia and the World Bank,
“New Paradigm in Higher Education”, Education Reform in the Context of Regional Autonomy: the Case of Indonesia, pp.
164-281, 2001として再録。

4) 本ポストに派遣された専門家は黒田で6人目である｡
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たのはここ2～3年のことであり、よほどの

構造改革推進論者でないかぎり、このような

政策の助言を行う日本の大学関係者や教育行

政官はいないであろう｡むしろ、世界銀行の

影響がちらほら窺える｡例えば先に述べた

「高等教育戦略」は、1999年に世銀の支援を

得て国民教育省等が組織した、教育タスク

フォース報告書の高等教育に関する部分であ

る｡また1990年代の中頃から、イギリスや

オーストラリアなどの高等教育の独立法人化

や民営化の最先端を行く国の専門家が世銀の

コンサルタントとしてインドネシアに入り、

セミナー等を通じ影響を与えたものと思われ

る｡

　しかしここで強調しておきたいことは、ア

フリカ諸国などでしばしば見られるように、

世銀等の援助機関が政策文書を作成しそれが

そのまま当該国の政府文書となるといった直

接的な影響あるいは介入は、インドネシアに

限ってはありえないということである｡途上

国とはいえ、高等教育行政については一応有

能な人材を有している5)。事実先のタスク

フォースのメンバーはすべてインドネシア人

であるし、「高等教育戦略」の執筆者も同様

である。

　要するに、イ側に政策立案能力もあり、さ

らには既に高等教育政策が策定されているこ

とから、そもそも最初からこのポストに政策

立案へのアドヴァイスなど求めていなかった

のである｡

　なお、TORの第二に掲げられている「高

等教育機関の運営に関する調査研究、指導、

助言」は、上記の高等教育の構造改革の実施

に関わることと理解されるが、これについて

も調査研究を除いては、イ側としては、それ

は自分たち自身の仕事であって、外部の人間

が関与すべきことではないとの態度であっ

た｡

　２）JICA等との連絡調整が仕事？

　TORの最後に書かれている「JICA教育関

係諸プロジェクト及び各支援機関事業との連

絡調整」が、まさに連絡調整型専門家に期待

されている重要な役割である｡この職務内容

の前段は、赴任当時実施されていた高等教育

分野での3つのプロジェクトを中心とする、

JICAの高等教育関連事業全体についてアド

ヴァイスを行うとともに、実際に連絡調整

（事業間及びJICAと高等教育総局との）に当

たることであり、後段は高等教育分野で協力

を行っているJICAを含む援助機関の間の連

携を図ること、すなわちドナー間協調を促進

することである｡

　これらは教育協力を進めていく上で確かに

重要なことではあり、後述するように、実際

に私の仕事の少なからぬ部分を占めていた

が、イ側との話し合いの中でこのような役割

を私が積極的に果たすよう明確に要望された

ことはなく、むしろ直接的には JICAがこの

ような役割を担う人材を必要としたというこ

とであろう。

　さらに、そもそもイ側にオーナーシップ意

識とそれを行使できるだけの能力があれば、

事業間やドナー間の調整や協調は、外部の者

ではなくイ側自身が行うべき性格のものであ

ろう｡

　３）イ側に代わって案件の発掘・形成を行

うことが重要？

　案件の発掘・形成はTORにこそ書かれて

いないが、イ側にとっても JICA側にとって

も暗黙裡に期待しているものであることは確

かであった｡事実前任の方々は、新しいプロ

ジェクトを作ろうと努力されたようであり、

それが実を結んで実施に移されたプロジェク

トも現にある｡

　しかし自助努力とそれに基づく要請主義を

重要な原則とする日本のODAにおいて、日

5) 局長クラスの人材は、多くは大学の教官（大半が外国で博士号を取得)との併任、あるいはそれからの転職 (引抜

き)である｡
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本から専門家を送り当該国への援助事業案を

その国に代わって作成するというのは、いか

にも奇妙である｡技術援助の本質は、例えば、

魚の捕り方を教えることであって、永久に魚

そのものを援助し続けることではないと、誰

しもが指摘する｡とするならばここでの本旨

は、いつまでも途上国のためにプロジェクト

の発掘・形成を行うことではなく、そのこと

ができるように能力の形成を支援することで

あろう｡

　４）結論

　以上のとおり、最も専門性が必要と思われ

る高等教育政策策定へのアドヴァイスについ

ては、実はその要望はなく、実際にイ側ある

いは JICA側が求めていたものは、連絡調整

的機能と案件形成という役務提供であるとい

うことが徐々に明らかになってきた。しかも

これらの役割は本来的にはイ側が果たすべき

ものである、との認識を持つようになった。

　そこで1ヶ月ほどいろいろ考えあぐねた

末、本来のあるべき方向に私のTORを変更

すべく、その提案を高等教育総局長に提出す

ることとした。

（２） TORの変更

　上述のようにイ側は、高等教育政策の策定

についてはその能力もあり大いにオーナー

シップを発揮していることは確かであるが、

ことその政策実施のためにいかに国際的な協

力を活用するかについては、主体的な取組み

も十分ではなくその能力にも欠けていること

が明らかになってきた｡

　この国の高等教育における開発予算（事業

費）は、毎年40～60％もの多くを外国から

の援助（その大半が借款）に依存しているに

もかかわらず、それら外国からの支援が必ず

しも戦略的、計画的に活用されていないのが

実情である。これだけ政策立案についてオー

ナーシップの強いイ側であってみれば、自ら

が高等教育計画の一環として外国からの支

援・協力の必要性（どの政策の実施にあたっ

て、どの分野において、どのような外国から

の協力が必要か）を明確にしておくことが不

可欠であろう。すなわちより戦略的な援助メ

ニューの作成が必要であろう。

　政策アドヴァイスという本来の役割が期待

されていないというのであれば、ここにこそ

その職務の意義があると認識し、高等教育総

局自身に“国際教育協力を活用する力”（案

件形成力、調整・交渉力等々）をつけてもら

うとともに、それを推進する制度やシステム

を形成することを目指すこととした｡

　そこで、「国民教育省高等教育総局が、高

等教育発展計画にマッチした国際協力事業を

発掘し企画立案できるようになること」を、

私の業務において達成すべき上位の目標とし

て業務実施計画書において明記した。これは

当初のTORを変更することになるものであ

り、カウンターパートである同総局長との協

議・合意の上で設定したものである。

　本専門家の場合、1年間という短い任期で

もあり、また国民教育省高等教育総局のアド

ヴァイザーという本来の立場から考えて、従

来しばしばそうであったように、イ側に代

わって個々のプロジェクトの発掘・形成を行

うというのではなく、できればイ側自体にこ

のような意識や能力が形成されることを最終

的な目標としたものである。理想的には私の

ようなアドヴァイザーがここにいなくても、

イ側自身がその政策にマッチしたプロジェク

トを形成・提案できるようになることが望ま

れるのである。いずれにしても、一貫して持

続可能性（sustainability）を展望しつつ、イ

側のオーナーシップを重視・鼓舞し、能力形

成を促すという態度で臨むこととした｡

３．　何をしたか

　私が実際に行った活動は、2種類に大別さ

れる。ひとつは、新たに TORに盛り込んだ

上記の“国際教育協力を活用する力”の形成

に関わる活動であり、他方は旧来型の連絡調
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整的な業務である｡以下に、それぞれの主な

活動を記述した｡

（１）“国際教育協力を活用する力”の形成

　　に向けて

　１）現行の高等教育政策・施策及び国際協

力事業のマッピング

　イ側が主体的に、組織的、体系的で調整の

とれたプロジェクト形成ができるように、ま

ず現下の高等教育戦略・政策とこれまでの国

際的な協力・援助が対応しているのか、それ

とも相互の関係が十分意識されてこなかった

のかについて、いわば見取り図を作る作業を

提案し高等教育総局の合意と協力を得て、い

わゆる Review Table作りを行った。総局長

や各局長との数回にわたるインタヴューや提

供された資料を基に、2002年1月中旬に一

応の完成をみた6)。本来イ側のオーナーシッ

プや自主性を重視するということであれば、

JICA専門家である私の協力を得て、総局自

身が本作業に取り組むべきところであるが、

何分総局長を含め6人の局長は極めて多忙な

上、これら局長以外に高等教育政策について

十分理解している人材がいないことから、総

局の協力を得て私が取りまとめることとなっ

た。

　しかし、各局長は極めて協力的で、Review

Table自体の内容についても大いに関心を示

し、また、この作成過程でインドネシアの高

等教育政策について意見交換を行うことがで

き、実質的にインドネシアの高等教育政策に

ついてのアドヴァイスをもなし得たと考えて

いる。

　このTableに基づき、今後のこの国におけ

る高等教育プロジェクトを考える上での

Issuesについてのメモ7)を作成し、JICA及び

高等教育総局に提出し、それぞれにおいて検

討会（総局については、各局長と個別に議論）

を行った。

　上記の資料は今後プロジェクトを発掘・形

成していく上での基本情報として活用が期待

されるものであるが、さらに、このような作

業を総局長はじめ各局長とともに行うことを

通じて、プロジェクト形成プロセスの一つを

関係者がともに経験することになり、高等教

育総局内における国際協力に対する主体的取

組みへの学習プロセスの第一歩と位置付けら

れる。

　２）「連携・パートナーシップ国際ネット

ワーキング・センター」（Center for

In t e rna t iona l  Ne twork ing  fo r

Collaboration and Partnership）の設置

　上記１）の作業を進める過程で、私が高等

教育政策を有効に実施していくには国際協

力・援助をもっと組織的・体系的に活用すべ

きであると再三指摘したこともあって、

2002年1月に標記センターが高等教育総局

内に設置されることとなった。私がこのよう

なセンターの設置を直接提案したわけではな

いが、高等教育総局側において国際協力の組

織的な推進の必要性が十分理解されたことか

ら、このセンターの設置に至ったものであ

る。それにしても、率直にいってイ側の積極

的なオーナーシップとイニシャティヴに驚く

とともに、改めてできる限りイ側のオーナー

シップを鼓舞しようという私のアプローチが

誤りではなかったことを認識した。

　センターの設置に当たって、2001年11月

7日、高等教育総局は JICAその他の関係の

ドナー等を招いて設置準備会合を開催した。

その際、今後のセンターの在り方、特に日本

との協力の進め方について発表を行った。さ

らに再三にわたり部内の会議に招かれ、セン

ターの事業について助言を行った。

　このセンターは、基本的には高等教育の国

際交流・協力について高等教育総局における

6) "Review Table of the Implementation of the New Paradigm" (January 17, 2002)
7) “インドネシアにおける今後の高等教育プロジェクト（検討メモ）”（2002 年 1月21 日）及び “Toward the

Formulation of New Projects for Higher Education (Memo for Discussion)”（2002年2月5日））
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窓口・調整機関であり、現在JICAのシルバー

エキスパート、オーストラリア、オランダへ

の留学生の派遣等の事業に関わっている。同

センターはまだ設置初年度であるが、しばし

ば見られがちな名前はあっても実態がないと

いうことはなく、現在積極的にその活動範囲

を広げつつあり、本専門家も日常的にアド

ヴァイスを求められた。

　３）Silver Experts Package Request方式

の実現

　オーナーシップを持ったより組織的かつ調

整のとれた国際開発援助の活用という観点か

ら直接提案したのが、JICAの silver expert

（日本ではsenior volunteer）へのパッケージ

申請というアイディアである。

　インドネシアには2002年8月当時で80人

ほどの silver expertが派遣されているが、

JICA側の silver expertへの需要の発掘や要

請の審査は、個々の機関等から出されるもの

を受けてその都度調査し検討するというのが

実情で、必ずしも戦略的あるいは先方の政策

ニーズに応じて決定されているわけではな

い。JICAとしても silver expertをより戦略

的に活用することを模索していた。

　高等教育関係（日本語教育、工学等）の派

遣は20人ほどであるが、これらへの申請は

事実上まったく高等教育総局を通すことなく

行われていた。正式には高等教育総局の承認

が必要であるが、これはまったくの事後の形

式的手続きに過ぎなかった。そこで、JICA

にとってもまた高等教育総局にとっても利益

があると思われる方式としてこの package

request を提案した。

　この要請方式においてはまず、高等教育総

局側が JICAの重点領域（日本語教育、工学

等）を考慮して5年程度の受入れ要請計画を

JICAに提出する。もちろんこの際、各機関

の要望をどう勘案するか、どのような政策的

配慮をするかなどは総局の責任においてなさ

れる。次に双方がこの計画について基本合意

をする（むろん計画の修正もありうる）。そ

してこの計画に基づき、毎年正式申請を提出

する。またこの計画はいわゆる rolling plan

であり毎年協議の上改定が行われる。この方

式は、若干初年度は手間や時間がかかるかも

しれないが、2年目以降労力と時間の節約に

なり、何よりも JICAの戦略的意図と総局側

の政策が反映されやすいやり方と思われる。

　途中様々な紆余曲折があったが、年二回の

シルバーボランティア募集のうち、2002年

度の前期分については試行的にこの方式を実

施し、後期の募集分から本格的に実施するこ

とで総局と JICA双方の合意をみた。この事

業は総局側では上記のセンターが担当するこ

ととなり、その初めての事業だったことも

あってセンター側は極めて熱心で、詳細な募

集要項や応募の評価基準を作成し、積極的に

この事業に取り組んでいる。募集するシル

バーエキスパートはわずか数名であるが、

オーナーシップ意識を高め積極的な主体的取

組みを鼓舞する一つのプロセスとして位置付

けられるものである。

　４）「イ－日教育協力連絡会」の開催

　さらに、国際開発協力に対するイ側の組織

的・主体的対応を促すためのもう一つの活動

として計画されたのが、この「連絡会」の開

催である。このような会合の開催を思い立っ

たのにはいくつかの理由がある。第一は、イ

側のオーナーシップを高めるためのひとつの

学習プロセスであるとの位置付けである。教

育分野に限っていえば、現在、世界銀行やア

ジア開発銀行のイニシャティヴによる初等中

等教育に関するドナー会合（これには国民教

育省初等中等教育総局も出席している）が不

定期に開かれている。本専門家は直接の担当

ではないのでこれに出席したことはないが、

出席者（大使館担当官、初中等担当 JICA専

門家等）からの報告を聞くと、イ側は、自ら

主体性をもってドナー間の援助を調整すると

いうよりは、いつも援助プロジェクトの実施

等についてドナー側から注文や要望を受ける

立場で、いわば“宿題を忘れてばかりいる出
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来の悪い生徒”のような立場だという。

　率直に言って、これだけの被援助大国、し

かも一方では ASEANの盟主のひとつたら

んとする気概を有してきた国が、このことに

ついてこれほどオーナーシップ意識を欠いて

いるのには驚いた。スハルト体制崩壊後少し

ずつではあるが、新たな国づくりをしていか

ねばならないという意識が芽生えつつある

中、形だけでも国民教育省側のイニシャティ

ヴでこのような会合を設けることによって、

オーナーシップ意識を高めるのに役立つので

はと考えたわけである。当初は国民教育省と

JICAを中心とする日本側だけの会合である

が、ゆくゆくは、国民教育省が教育分野の関

係ドナーを招集して調整会議を開けるように

なればという思いであった。

　第二に国民教育省自身における縦割り行政

の弊害の問題がある。日本でも縦割り行政の

弊害はつとに指摘されているところではある

が、極端に言えば、“局（総局）あって省な

し”というのが少なくともここ国民教育省の

実情である。

　着任早々の2001年9月中旬、JICAイン

ドネシア事務所の教育担当が事務次官に呼ば

れたのに同行した。用件は要するに、ノン

フォーマル教育に情報技術（IT）を活用する

という同次官が個人的に担ぐプロジェクトの

“売り込み”であった。しかしITについては、

当時非公式ではあるが高等教育総局長から既

に4件の提案がなされており、また、教育分

野では高等教育分野の事業に重点を置くとい

う合意が日－イでなされているにもかかわら

ず、このような提案が次官から直々になされ

るということは、この省全体を統括する立場

である次官ですら教育分野での国際援助につ

いて充分把握しておらず、省内での調整が

まったく欠如していることを如実に示すもの

であった。

　そこで、このような「イ－日教育協力連絡

会」は少なくとも JICAの教育協力に関する

限り、全省的に情報を共有できる場を提供す

るものであり、縦割りの弊害を少しでも除去

する第一歩になればと考えた。

　もちろん、従来主として個別の事業を通じ

てのみ話し合いが行われてきたJICA等の日

本側とイ側とが、より広く意見や情報を交換

する場を設けること自体、両者の意思疎通を

一層図る上で有益だと考えた。

　その実現には、国民教育省側及び JICA側

に解決すべき問題が幾多あったが、結局は

2002年4月26日になって、JICAの（プロ

ジェクト等の）ニーズ調査説明会という形で

実現することとなった。事務次官の招集でほ

とんどの総局長が出席したほか、主任視学官

など国民教育省直属機関の長の出席も得られ

た。これだけの幹部を揃えた JICAと国民教

育省との対話は初めてのことであり、国民教

育省内において JICA及び JICAへのプロ

ジェクト等の要請について共通の理解が得ら

れたこと、また次官から、今後国民教育省全

体として取りまとめ、国家開発企画庁

（BAPPENAS）8)に要望を提出する態勢を整

える旨の発言があったことは、今後のオー

ナーシップの発揮にとって大きな意義を有す

るものであった。

（２）連絡調整的業務

　１）平成14年度（前年度）プロジェクト

要請案件の処理

　平成14年度の高等教育関係プロジェクト

案件の形成プロセス（ちょうど筆者が着任す

る直前の2001年8月にそのプロセスはほぼ

終了）において、イ側と JICA側との間に十

分意思疎通がとられておらず若干の行き違い

が生じ、高等教育総局と JICAの間に位置す

る私が両者の関係修復に尽力せざるを得な

かった｡まさに典型的な連絡調整業務である｡

次のような事態が生じたのである｡

8) JICAに対しインドネシア側の要請を集約・調整する機能を有している。
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　この年は、たまたま事前の要望調査説明会

に多くの大学関係者が出席していたことも

あって、多くの高等教育機関から数十件にも

上る案件が直接 JICA事務所に寄せられた。

これらの案件は、一応高等教育総局がとりま

とめた形で（そして形式的にはBAPPENAS

を通じ）提出されたことになっているようで

あるが、実際は何ら精査されたものではな

く、高等教育機関からの案件がそのまま

JICAに提出されたものである。そのような

事情もあってJICA側が採択するに足る良質

な案件は皆無であった。

　しかし JICAインドネシア事務所として

は、何とか優良案件を東京に提案する必要に

迫られ、高等教育分野の在イ日本人専門家の

協力を得て7案件を作成し、“イ側の要望”と

して2001年8月に東京に提出した。時間的

な制約もあって、残念ながらこれらの案件に

ついて高等教育総局側との事前の協議はほと

んど行われていなかった｡総局側がこのよう

な提案がなされていることを知るのは、翌年

の1月になってからである｡

　一方高等教育総局側では、2000年7月の

沖縄サミットにおける日本のIT支援表明後、

2001 年には相次ぎプロジェクト発掘ミッ

ションが来イしたことから、日本の IT支援

への期待が高まっていた｡そして、2001年4

月にミッションに対し教育分野における IT

関連プロジェクトの提案を4件提出した。同

総局長としてはこれらの提案は非公式なもの

であるが、その後日本側から何らかの反応が

あり、それを受けて正式なルートに乗せるこ

とを考えていたようである｡しかし、日本側

にいかなる事情が生じたのか不明であるが、

その年の末になっても何らのフォローアップ

はなかった｡

　これらの行き違いの結果、イ側に何がしか

の誤解や不信感を生み出したことは間違いな

い。実際総局長もある種の苛立ちを募らせて

いるとの情報が、直接、間接に私にも伝えら

れた。この間双方の間に立って関係修復に向

けいろいろ尽力したが、結局2002年2月に

入って、私の方から総局長に対しこれまでの

事態を率直に説明し、「ITについて日本から

のミッションが何度も来て、局長自らが国民

教育省の取りまとめ役となって具体的な提案

まで作成・提出していながら、東京から何ら

反応もないことに同情するとともに、このこ

とについて、日本に成り代わって私からお詫

び申し上げる。現段階では次年度の要望調査

に正式に載せることを考えることが建設的で

あり、私もアドヴァイザーとして尽力する」

旨述べた。私がこのようなことを発言する立

場にあったがどうか、いまだに釈然としない

が、しかしこの問題についてどこかで区切り

をつけておかなければ、これまで極めて良好

であったJICAと高等教育総局との関係を損

ねることにもなりかねないと思い、このよう

な発言を行った。これで事態は一応収拾する

こととなった｡

　以上、昨年度のプロジェクト形成過程につ

いて縷々述べてきたが、これは、スハルトの

“開発独裁”体制の崩壊以降、援助に対する

従来の“物乞い”的態度から“オーナーシッ

プを持って援助を活用する”という態度へと

少しずつではあるが意識変革が起こりつつあ

る中で、今、イ日双方で合意を得ながらプロ

ジェクトを形成していく過程そのものが重要

であることを強調したかったに過ぎない。

　２）平成15年度のプロジェクトの発掘・形

成

　上記のような前年度の経験を踏まえ、連絡

調整を密にして高等教育総局とJICAとの意

思疎通を図る一方、“国際教育協力を活用す

る力”の形成という観点から、イ側が主体的

にこの作業に取り組むべきであるとの方針で

臨んだ｡

　まず従来の専門家が行ってきたことを踏襲

して、先に行ったReview Table作りや前任

者が行った大学の管理運営に関する調査研究

の成果を踏まえ、2002年2月の下旬から私

の方で3つのプロジェクト案作りを開始し
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た。これと平行して、これらの案について関

係の局長やイ側大学関係者、さらには日本人

専門家との意見交換を行った。この結果3案

のうち、特にイ側が関心を示し、またこれま

でもイ側独自に小規模ながらパイロット事業

が実施されてきた、産学地9)の連携について

のプロジェクト案作成を本格的に進めること

とした。

　しかしプロジェクトの形成過程にできるだ

けイ側が主体的に関わるようにするとの観点

から、本専門家がすべてプロジェクト案を書

くことはぜず、このテーマについてワーク

ショップを主催するなど積極的な姿勢を示し

ているガジャマダ大学に対し、私の当初案を

示しプロジェクト案作成の意志を打診した。

同大学はこれを歓迎し、当初案をさらに発展

させた総合的な産学地連携計画を作成しこれ

を高等教育総局に提出した。

　一方2002年4月に JICAの要望調査が始

まった段階で、昨年の轍を踏まないため、総

局長に対しこの調査の趣旨や手順、さらには

JICAの優先課題やそこにおける高等教育の

位置付けなどを説明し、その準備を行うよう

アドヴァイスを行った。同局長は、2002年

4月26日に行われた「イ－日教育情報交換

会」（Need Survey説明会）において、同総

局からの要望として BAPPENASに提出を

希望する6つのプロジェクト案を明らかにし

た。これらの提案は、基本的には昨年正式な

ルートに乗らなかった IT関連プロジェクト

等“積み残し”案件を正規のルートに乗せる

というものであった。とにかくパイプライン

に詰まっているものを正規のルートに乗せ、

日本側の正式な判断を求めたいという気持ち

は理解できるものであった。これで前年度の

若干の行き違いが一掃されることを期待し

た。

　その後5月に入り、提案されたプロジェク

トの詳細の詰めについてアドヴァイスすると

ともに、これらプロジェクトの提案に対する

本専門家なりのコメントを総局長に伝えてお

いた。

　この過程での JICAに対する作業として

は、JICA事務所でのスクリーニングのため

の要請案件調査書（和文）の作成と、JICA事

務所内でのスクリーニングを経た要請案件に

ついて英文の正式要請書作成があった｡本年

はいずれも私が他の日本人専門家の協力を得

て行ったが、後者については、本来高等教育

総局のしかるべき部署が行うべきことであ

り、この点について、担当局長に申し入れを

行い次年度からこの局で行う旨合意を得た。

　３）その他の連絡調整等の業務

　上記の高等教育総局のために行う活動以外

に、直接的には JICA自体の業務に関わって

本専門家が協力するものも少なくなかった｡

まず JICAが2002年度の国別事業実施計画

策定を進める中、これに協力して2001年12

月高等教育関係部分の案を執筆し提出した。

加えて、2002年度に入って JICA内におい

てプログラム協力が本格的に進められること

になり、その作業への協力としてプログラム

協力における高等教育の位置付けについて、

2002年4月、本専門家の私案10)を作成し提

出した。またあわせて、JICAが行った高等

教育関係事業の“プログラム協力マトリック

ス”作りの作業に対し、同年5月データの提

供を行った。さらに要望調査が本格化する

中、同月、プロジェクト等のスクリーニング

の基準や観点について本専門家なりの案11)を

作成し提出した。

　これらの協力については、高等教育総局の

アドヴァイザーはイ側と日本側の橋渡しの立

場にあると考え、直接に協力が求められてい

ない場合にも積極的に取り組んだつもりであ

る。

9)

 

「地」は地域社会。
10) 「インドネシアにおける今後の高等教育分野の支援の在り方（私案メモ）」pp.1-7、2002年4月17日
11)「プロジェクト等の提案に対する評価（選考）基準いついて（メモ）」pp. 1-2、2002年5月21日
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　その他、在任期間中に実施されていた、高

等教育開発（HED）プロジェクト等の関係者

と折に触れ情報・意見交換を行い、高等教育

総局アドヴァイザーという立場からの率直な

助言も行った。また、国際協力銀行（JBIC）

が2002年6月から実施している高等教育セ

クター調査について、高等教育総局のアド

ヴァイザーとしてその実施態勢の構築と調査

内容の確定等に協力を行った。

４．　若干の教訓と提案

（１）TOR

　先に案件形成の一つの苦い経験について述

べたが、専門家の派遣もこのような案件の一

つであり、TORが実際の途上国のニーズを

反映しているかどうかは、案件形成の過程で

当該国側といかに良好な意思疎通が図られて

いるかにかかっているといっても過言ではな

かろう。

　また途上国側受入れ省庁の能力形成の度合

によっても、専門家に何が期待されるかが異

なってこよう｡まったく能力を欠いている場

合には、当該国政府に代わってすべてのこと

を行うという、いわば“完全役務提供型”の

専門家が必要なこともあろう｡

　いずれにしても、しばしば同じポストに

10年あるいはそれ以上にわたり、専門家が

派遣されるという現象も見られ、途上国側の

ニーズの変化、能力の発展の度合等を考慮し

たえずTORを改訂するとともに、ポストそ

のものについても見直しを行う必要がある｡

（２）役務提供から持続可能な能力形成へ

　１）能力形成型専門家

　これまで縷々述べてきたように、本論の一

つの明確なメッセージは、政策アドヴァイ

ザーといい調整型専門家といい、いつも日本

から人材を提供し日本の開発協力事業の円滑

な実施を図るという発想はそろそろ止めにし

てはどうかということである｡むろん、外国

からの支援を有効に組織・活用できる能力を

十分有していない国の方が多いことは事実で

あろう。したがって、短期的には政策アド

ヴァイスや援助調整への支援が必要であろ

う｡しかしそれは永続するものではなく、持

続可能性ということを考えると、当該国側に

そのような能力が身につくようなプロセスが

必要である｡単なる役務提供であってはなら

ない｡今こそ、役務提供型専門家から能力形

成型専門家へとさらなる発想の展開が必要と

思われる｡

　２）プロジェクトとしての“国際教育協力

を活用する力”の形成

　このように個別派遣専門家の役割を捉えな

おすならば、“国際教育協力を活用する力”の

形成というひとつのプロジェクトを構想し得

る｡現在の JICAのスキームでは必要に応じ

様々な投入を柔軟に活用でき、長期専門家の

派遣のみならず、日本その他の国々での研

修、複数の短期専門家の派遣など多くの組み

合わせが考えられる｡

　この際留意すべき点は、単に個々人に能力

が身につくというだけでなく、私が試みたよ

うに、このような能力の形成とは、組織の中

に国際協力のための仕組みやシステムを作っ

ていくという過程でもある。したがって、い

わば組織としての学習プロセスということも

できる。

　またこのような“プロジェクト”に求めら

れる専門家は、個々の分野のスペシャリスト

というよりは、制度や仕組み作りとその運営

に長けたマネージャータイプのどちらかとい

えばジェネラリストが求められるであろう｡

　３）目標設定と評価

　これまでは、個別専門家については、雑多

な役務提供が求められているためかプロジェ

クトについて行われているような評価は行わ

れていない｡しかし上記のように能力形成と

いう一つのプロジェクトとして捉えると、他

のプロジェクトと同様上位目標、目的、成果、

活動など PDM(Project Design Matrix)を定
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め、それに照らして評価を行うこともできよ

う｡さらにプロジェクトと同じように扱うと

すれば、3年とか5年とかの期限付きであり、

たえず見直しが行われることにもなる｡

おわりに

　私が職務を遂行する上で常に心がけたこと

は、私は JICAの専門家であると同時に、高

等教育総局のアドヴァイザーであるというこ

とである。すなわち総局の一員でもあるとの

意識を常に持ち続け、総局の立場に立っても

のを考えることを忘れないようにした。しか

し一方で、本専門家は単なる総局への役務提

供者ではないという点にも十分留意した。さ

らには、本ポストは JICAと高等教育総局を

橋渡しする単なる調整員ではなく専門家であ

るとの自覚を持つ必要があるとも痛感した。

このような微妙で合い矛盾するような職務を

遂行するには、やはり、インドネシア側の何

を変えるために当該専門家がここに派遣され

ているのかを十分明確にする必要があると思

い、上記「２」で述べたような活動目標を掲

げ、「３」のような活動をし、そして「４」の

ような提案を行ったのである｡

　要するに優れた“顔の見える”専門家とは、

いずれはカウンターパートの陰に隠れて“顔

が見えなくなる”専門家ということであろう

か｡


